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大学院教育学研究科修士課程受験生の皆様へ

群馬大学大学院教育学研究科修士課程

教員免許取得プログラムについて

本研究科修士課程では，平成２４年度から教員免許取得プログラムを開設します。

本プログラムは，教職に強い意欲と関心を持ち，小学校，中学校，高等学校又は特別支

援学校の免許状（１種又は２種）の取得を希望する本研究科修士課程の学生に対して，当

該修士課程の履修と併行して学部の授業科目の履修を認め，１校種又は１教科に限り免許

状を取得できるようにするものです。

本プログラムは，修士課程入学試験の出願時に受講を申請し，修士課程の入学試験に合

格し，あわせて本プログラムの受講を許可された入学者が，受講することができます。受

講生には，修士課程の履修と併行して免許状取得のための単位を履修する強固な意志と計

画的な努力が求められます。

なお，本プログラムの申請は，入学試験の合否とは関係ありません。

１．申請資格

本プログラムの受講を申請できる者は，本研究科修士課程の入学試験に出願する者で

す。申請に当たっては，次の事項に留意してください。

(１) 中学校及び高等学校免許状の取得希望の申請は，出願する専修に対応する教科に限

ります。

(２) 特別支援学校免許状の取得希望の申請は，障害児教育専修の出願者で，幼稚園，小

学校，中学校又は高等学校の免許状を有する者（取得見込を含む）に限ります。

２．申請方法

本プログラムの受講を希望する者は，出願にあわせて受講を申請します。

本プログラム受講申請書（様式第１号）をダウンロードして必要事項を記入し，出願

書類に同封して申請してください。

３．取得できる免許状及び履修単位等

(１) 本プログラムの受講により取得できる免許状は，別表のとおりです。

(２) 取得できる免許状は，当該受講生が既に有している免許状の上位の免許状の取得も

含めて，１校種又は１教科です。

ただし，中学校及び高等学校の同一教科，中学校技術及び高等学校工業，中学校

社会及び高等学校地歴・公民の免許状が同時に取得可能な場合には，１教科と見なし

ます。

(３) 中学校及び高等学校の免許状に関わる取得教科は，当該受講生の所属する専修に対



応する教科に限ります。

(４) 特別支援学校免許状を取得することができる受講生は，障害児教育専修に所属する

者で，かつ，幼稚園，小学校，中学校又は高等学校の免許状を有するものに限ります。

(５) 本プログラムの受講により修得できる単位数は，本研究科の授業に支障のない範囲

内において２年間で３２単位以内です。標準修業年限を超えた場合は５２単位以内で

す。

４．教育実習

免許状の取得に必要な教育実習は原則として，教科教育実践専攻に所属する受講生は，

附属小学校又は附属中学校において５週間(５単位)，障害児教育専攻に所属する受講生

は，附属特別支援学校において３週間(３単位)の実習を行います。

５．受講できる人数

各専修で，若干人とします。

６．受講生の選考・発表

本研究科修士課程入学試験の口述試験において，申請者に対して研究計画に関わる試

問に加えて，教職への意欲や関心に関わる試問を行い，申請書類と総合して受講の適否

を審査します。入学試験に合格し，かつ本プログラムに適と判断された申請者に対して，

受講が許可されます。受講の可否は，合格発表と同時に通知します。

７．授業料

本プログラムによって学部の授業科目を履修するための費用は，徴収しません。学生

募集要項の「Ⅸ４．入学料及び授業料」の納入で受講が可能です。

なお，長期履修学生制度の適用はありませんので，在籍年数に応じた授業料の納入が

必要です。



別表

(１) 教科教育実践専攻

取得希望免許状 小学校 中学校 高等学校

既取得免許状 １種 ２種 １種 ２種 １種

未 取 得 ― ◎ ― ◎ ―

幼稚園 ◎ ○ ◎ ○ ―

小学校 ○※1 ◎ ○ ◎※2

中学校 ※3 ◎ ○ ○※1 ○

高等学校※3 ◎ ○ ○ ○

○は２年間で，◎は標準修業年限を超えて取得できることを示します。なお，取

得を希望する免許状に関わる既修得の単位がある場合は，別表とは異なる場合があ

りますので，詳細は問い合わせてください。

※１は，２種の免許状を有する場合

※２は，既取得免許状が小学校２種の免許状の場合は取得できません。

※３は，既取得の中学校及び高等学校の免許状が所属する専修と同一の教科の場

合です（例，国語の免許状を有する者が国語教育専修に入学した場合）。既

取得の中学校及び高等学校の免許状が所属する専修と異なる教科の場合は，

所属する専修に対応する中学校及び高等学校の免許状を取得できます（例，

国語の免許状を有する者が英語教育専修に入学した場合）。

(２) 障害児教育専攻

取得希望免許状 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

既取得免許状 １種 ２種 １種 ２種 １種 １種※ ２種※

未 取 得 ― ― ― ― ― ― ―

幼稚園，小学校，

中学校，高等学校

○は２年間で取得できることを示します。

※ 領域の追加を含みます。

― ― ○―― ― ○


